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富士ソフトにとっての

ワーク・ライフ・バランス

　　ワーク･ライフ･バランスに

ついてどのようなお考えを持っ

ていらっしゃいますか。

　創業以来の基本理念であり、
労務政策の柱となっているの
が、「ゆとりとやりがい」 で
す。
　この「ゆとりとやりがい」と
いう考え方を出発点にして、当
社のあらゆる制度を設計してい
ます。
　この政策は、まさに今世間で
盛んに言われはじめた、ワーク
･ライフ･バランスを先取りした
ものだと思います。
　やりがい政策とは、社員をい
かに公平に評価し、モチベー
ションをどのように上げていく
かが主なテーマです。
　一方、ゆとり政策とは、ゆと
りを「経済的なゆとり」、「精神
的なゆとり」、「時間的なゆと
り」、「空間的なゆとり」に分
け、それぞれを充実させようと

いうものです。
　現在も、「ゆとり」と「やり
がい」のローマ字の頭文字を
とった「ＹＹ（ワイワイ） 運
動」という名前でこの政策を展
開しています。

最長１年の

長期休暇制度

　　「ゆとりとやりがい」政策

のひとつである長期休暇制度に

ついてお聞かせください。

　平成11年度に設立された長期
休暇制度は、最長１年までの休
暇を認めるもので、語学留学や
介護などによく利用されていま
す。珍しい例では、アメリカの
市民権を取るために、合衆国に
行ってお子さんを出産された方
もいらっしゃいます。
　　長期休暇を取った方が、そ

のまま退職されてしまうという

心配はありませんか。

　確かに、せっかく当社で大事
に育てた社員が長期休暇を取る
ことで、もう当社に戻ってこな
いのではないか、というリスク
はあります。しかし、学生時代
にやり残したことがある、と
いって当社を辞めるくらいな
ら、長期休暇をとってやり残し
たことを済ませた上で、また当
社で力を発揮してもらったほう
が、さらにすばらしい力が発揮
されると思っています。もちろ
ん、長期休暇を経た上で、戻っ
て来たいと思ってもらえる魅

力ある会社であるように努めて
います。その意味で、その人に
とっても会社にとっても長期休
暇はプラスになると考えている
のです。

「出入り自由」という

考え方

　　再雇用制度についてもうか

がえますか。

　終身雇用の形態を残しつつ、
当社では「出入り自由」という
考え方を採っています。
　いったん当社を辞めて独立し
たり、他業種で経験を積んだ方
が、もう一度当社で力を発揮し
たいと思った場合、入社試験に
合格すれば、再び当社で働けま
す。実際に、このように、一旦
辞めて戻ってきた社員も少なか
らずいます。
　当社の外で得た経験を当社で
活かしてもらえるというのは、
会社にとってプラスになると
思っています。また、組織の活
性化のためには、一旦会社の外
にでて、当社を客観的に見つめ
た経験を持つ人間も必要である
と考えています。
　先ほど述べた長期休暇制度が
生まれたのも、このような考え
方があるからこそです。
　　仕事と生活の調和を促すよ

うな制度はほかにどのようなも

のがありますか？

　長期休暇制度や再雇用制度の
ほかにもいろいろな制度があり

　ソフトウェア開発業とし

て、設立当初から、一人ひと

りの能力を最大限に活かすこ

とを社是としてきた富士ソフ

ト㈱。創業者である社長の強

いリーダーシップにより、社

員の働きやすい環境づくりへ

全社をあげた取組みが行われ

ている。
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ます（下表参照）。「残業できま
せん宣言」というのもありま
す。これは文字通り、残業をし
ない勤務形態のことです。

　こういった制度以外に、勤務
地に関する配慮もまた、ワー
ク・ライフ・バランスにとって
重要な要素だと考えています。
　当社には全国に約30か所のオ
フィスがありますが、幹部以外
の社員は、原則として勤務地を
住居の近くにするように配慮し
ています。
　社員は通勤時間を短くするこ
とができ、自分の時間が多く取
れます。

使いにくい制度は

制度がないのと同じ

　　制度の運用面ではどのよう

な工夫をされていますか？

　「使いにくい制度は制度が存
在しないのと同じ」という考え
方から、制度が必要に応じて適
切に利用できるような環境づく
りにも配慮しています。
　たとえば、社内報では、長期
休暇をとった人や育児中の社
員、一旦退職して再雇用された
社員へのインタビューなどを頻
繁に掲載しています。
　また、上司が休みを取らせて
くれない、などという報告があ

れば、直接社長まで行きます。
そうした上司は会社の方針を理
解していないということで厳し
く注意されることになります。
　このようにして、制度をつく
るだけではなく、制度を作った
後も、その制度がきちんと機能
するように、日々フォローして
います。

仕事とプライベートの

両方が充実してこそ

　　子育て中の男性社員、浅野

雅人さんに伺います。５歳と２

歳の２人のお子さんがいらっ

しゃいます。浅野さんは有給休

暇やフレックスタイム制度をう

まく活用して子育てをなさって

いるそうですね。

　はい。比較的長く会社を休ん
だのは、一人目の子どもが生ま
れたときです。３日間の特別休
暇に通常の有給休暇、直前にか
なり残業もしていたためその分
のフレックス休暇もプラスし
て、２週間くらい休みました。
二人目の時には上の子の保育園
送迎、食事、風呂の世話などで
３日間の休暇に加え、３週間に
わたって半日有給休暇を取得し
ました。
　下の子が交通事故で一か月く
らい入院した時には、共働きな
ので休める日などを調整しあい
ながら、妻と交代で休んで看病
しましたし、他にも子どもが熱

を出したりすると、フレックス
タイム制度や半日有給休暇を利
用して、３時間だけ勤務して帰
るなど、かなりフレキシブルに
やらせてもらっています。
　　急な休暇取得に対する管理

職の理解はありますか？

　子どもが生まれてから、何度
か上司は変わりましたが、どの
上司も理解を示してくれまし
た。当社の「ゆとりとやりが
い」政策が管理職層に浸透して
いることを実感し、ありがたく
思っています。
　　子育てを経験することで、

ご自身の考え方が変わるような

ことはありましたか？

　子育てを経験することで、職
場の他の社員が急な休みや早退
をしたときに、心から「お互い
大変だね」という気持ちを持つ
ことができるようになりまし
た。
　「ゆとりとやりがい」の精神
を大切にして、仕事とプライ
ベートの両方が充実してこそ、
より充実した形で仕事にも取り
組めると思います。

営業本部マーケティング統括部
コーポレートWeb サービス室長　
浅野雅人さん

ワーク・ライフ・バランス関連

制度

●長期休暇制度（最長１年間）

● 育児休業制度（子が２歳まで）

●介護休業制度（最大730日間）

● 子の出生時における父親の特

別休暇（３日間）

●短時間勤務制度

● フレックスタイム制度（コア

タイムなし）

●在宅勤務制度

●再雇用制度


